
人事・給与等各府省等共通手続一覧（国）

条 項 号 附則 １６年度内 １７年度内 １８年度以降
行政文書の開示請求 行政機関の保有する情報の公開に関する

法律

3  平成１５年度

　「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公
開に関する法律に係る対象手続等を定める省令」（平成16年総務省令第39号）により、各手続をオンラ
インで行うことを可能とし、具体的な技術的基準等は、同省令各条により、行政機関の定めに委任して
おり、各府省が定める方式でオンライン化に取り組むことに支障はない。

第三者による意見書の提出 行政機関の保有する情報の公開に関する
法律

13 ○

　「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公
開に関する法律に係る対象手続等を定める省令」（平成16年総務省令第39号）により、各手続をオンラ
インで行うことを可能とし、具体的な技術的基準等は、同省令各条により、行政機関の定めに委任して
おり、各府省が定める方式でオンライン化に取り組むことに支障はない。

開示実施手数料の減額又は免除の申請 行政機関の保有する情報の公開に関する
法律施行令

14 2 平成１５年度

　「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公
開に関する法律に係る対象手続等を定める省令」（平成16年総務省令第39号）により、各手続をオンラ
インで行うことを可能とし、具体的な技術的基準等は、同省令各条により、行政機関の定めに委任して
おり、各府省が定める方式でオンライン化に取り組むことに支障はない。

行政文書の更なる開示の申出 行政機関の保有する情報の公開に関する
法律

14 4 平成１５年度

　「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公
開に関する法律に係る対象手続等を定める省令」（平成16年総務省令第39号）により、各手続をオンラ
インで行うことを可能とし、具体的な技術的基準等は、同省令各条により、行政機関の定めに委任して
おり、各府省が定める方式でオンライン化に取り組むことに支障はない。

開示決定等期限の延長又は特例を適用する旨
の通知

行政機関の保有する情報の公開に関する
法律

10
11

2 平成１５年度

「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に
関する法律に係る対象手続等を定める省令」（平成16年総務省令第39号）により、各手続をオンラインで行うこと
を可能とし、具体的な技術的基準等は、同省令各条により、行政機関の定めに委任しており、各府省が定める
方式でオンライン化に取り組むことに支障はない。

行政指導の書面の交付 行政手続法

35 2

総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則（平成十五年三月
二十四日総務省令第四十八号）によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方法は規則第９条により
行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組むことに支障はない。

オンライン化について検討中

開示請求者に対する事案の移送の通知 行政機関の保有する情報の公開に関する
法律

12
12の2

平成１５年度

「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に
関する法律に係る対象手続等を定める省令」（平成16年総務省令第39号）により、各手続をオンラインで行うこと
を可能とし、具体的な技術的基準等は、同省令各条により、行政機関の定めに委任しており、各府省が定める
方式でオンライン化に取り組むことに支障はない。

第三者に対する意見書提出の機会の付与 行政機関の保有する情報の公開に関する
法律

13 ○

「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に
関する法律に係る対象手続等を定める省令」（平成16年総務省令第39号）により、各手続をオンラインで行うこと
を可能とし、具体的な技術的基準等は、同省令各条により、行政機関の定めに委任しており、各府省が定める
方式でオンライン化に取り組むことに支障はない。

不服申立人等に対する諮問した旨の通知 行政機関の保有する情報の公開に関する
法律

19 ○

「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に
関する法律に係る対象手続等を定める省令」（平成16年総務省令第39号）により、各手続をオンラインで行うこと
を可能とし、具体的な技術的基準等は、同省令各条により、行政機関の定めに委任しており、各府省が定める
方式でオンライン化に取り組むことに支障はない。

第三者からの不服申立てを棄却する場合等に
おける手続（13条3項の準用）

行政機関の保有する情報の公開に関する
法律

20 ○

「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に
関する法律に係る対象手続等を定める省令」（平成16年総務省令第39号）により、各手続をオンラインで行うこと
を可能とし、具体的な技術的基準等は、同省令各条により、行政機関の定めに委任しており、各府省が定める
方式でオンライン化に取り組むことに支障はない。

行政文書の管理に関する定め等の閲覧 行政機関の保有する情報の公開に関する
法律

37 2 平成１４年度

「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に
関する法律に係る対象手続等を定める省令」（平成16年総務省令第39号）により、各手続をオンラインで行うこと
を可能とし、具体的な技術的基準等は、同省令各条により、行政機関の定めに委任しており、各府省が定める
方式でオンライン化に取り組むことに支障はない。

任命権者による懲戒処分 国家公務員倫理法

26 1 ○

人事院規則１－38（人事院関係法令に基づく行政手続における情報通信の技術の利用）によりオンラインで行
うことを可能としており、実施を可能とする人事・給与関係業務情報システムを平成16年度末までに主要な部分
を整備し、各府省は平成17年度からオンラインで行うことが可能となる。

３年を超えて引き続き異動等の直後の官署に勤
務させる必要がある職員に関する協議、回答

一般職の職員の給与に関する法律

13の3 1

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

オンライン化について検討中

期末手当の一時差止処分の説明書 一般職の職員の給与に関する法律

19の6 5

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

オンライン化するかどうかを含めて検討中

勤勉手当の一時差止処分の説明書 一般職の職員の給与に関する法律

19の7 5

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

オンライン化するかどうかを含めて検討中

休職者に対する期末手当･期末特別手当の一
時差止処分の説明書

一般職の職員の給与に関する法律

23 8

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

オンライン化するかどうかを含めて検討中

年次休暇の請求・承認 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関す
る法律

17 3 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

制度所管官庁における措置状況（平成１６年３月末現在） 備考
今後オンライン化するもの オンライン化

しないもの
手続名 根拠法令名

根拠条項 オンライン
化したもの
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条 項 号 附則 １６年度内 １７年度内 １８年度以降
制度所管官庁における措置状況（平成１６年３月末現在） 備考

今後オンライン化するもの オンライン化
しないもの

手続名 根拠法令名
根拠条項 オンライン

化したもの

介護休暇の請求・承認 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関す
る法律

21 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

特別休暇の請求・承認 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関す
る法律

21 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

病気休暇の請求・承認 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関す
る法律

21 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

育児休業の請求・承認 国家公務員の育児休業等に関する法律

3 2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

育児休業期間の延長の請求・承認 国家公務員の育児休業等に関する法律

4 3 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

育児休業の承認の失効、取消事由の届出等 国家公務員の育児休業等に関する法律

6 1,2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

部分休業の請求・承認 国家公務員の育児休業等に関する法律

11 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

部分休業の承認の失効、取消事由の届出等 国家公務員の育児休業等に関する法律

11 3 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

処分説明書の交付 国家公務員法

89 1 ○

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

オンライン化しない理由：
職員に直接、交付・説明する必要があるため

交渉の委任 国家公務員法

108の5 6 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

専従許可 国家公務員法

108の6 1 未定

人事院規則１－38（人事院関係法令に基づく行政手続における情報通信の技術の利用）によりオンラインで行
うことを可能としており、実施を可能とする人事・給与関係業務情報システムを平成16年度末までに主要な部分
を整備し、各府省は平成17年度からオンラインで行うことが可能となる。

専従許可の取消し 国家公務員法

108の6 4 未定

人事院規則１－38（人事院関係法令に基づく行政手続における情報通信の技術の利用）によりオンラインで行
うことを可能としており、実施を可能とする人事・給与関係業務情報システムを平成16年度末までに主要な部分
を整備し、各府省は平成17年度からオンラインで行うことが可能となる。

利害関係者との夜間の自己費用を負担しての
飲食に関する倫理監督官の許可

国家公務員倫理規程

3 2 8 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

講演等に関する倫理監督官の承認 国家公務員倫理規程

6 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

法令違反行為の主任大臣に対する報告 国家公務員倫理規程

13 1 4 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

地方警務官に係る倫理監督官の職務を行うべ
き者の指名

国家公務員倫理規程

14 2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

各省各庁の長等又はその委任を受けた者への
贈与等報告書の提出

国家公務員倫理法

6 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。
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条 項 号 附則 １６年度内 １７年度内 １８年度以降
制度所管官庁における措置状況（平成１６年３月末現在） 備考

今後オンライン化するもの オンライン化
しないもの

手続名 根拠法令名
根拠条項 オンライン

化したもの

各省各庁の長等又はその委任を受けた者への
株取引等報告書の提出

国家公務員倫理法

7 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

各省各庁の長等又はその委任を受けた者への
所得等報告書の提出

国家公務員倫理法

8 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

各省各庁の長等又はその委任を受けた者への
所得等報告書に代わる納税申告書の写しによ
る提出

国家公務員倫理法

8 2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

贈与等報告書の閲覧 国家公務員倫理法

9 2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

育児を行う職員の深夜勤務制限の請求・通知 人事院規則１０－１１

3 1,2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

育児を行う職員の深夜勤務制限の状況変更届 人事院規則１０－１１

4 3 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

介護を行う職員の深夜勤務制限の状況変更届 人事院規則１０－１１

5 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

介護を行う職員の深夜勤務制限の請求・通知 人事院規則１０－１１

5 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

育児を行う職員の超過勤務制限の請求・通知 人事院規則１０－１１

7 1,2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

育児を行う職員への超過勤務制限開始日の変
更の通知

人事院規則１０－１１

7 4 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

育児を行う職員の超過勤務制限の状況変更届 人事院規則１０－１１

8 3 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

介護を行う職員の超過勤務制限の状況変更届 人事院規則１０－１１

9 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

介護を行う職員の超過勤務制限の請求・通知 人事院規則１０－１１

9 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

介護を行う職員への超過勤務制限開始日の変
更の通知

人事院規則１０－１１

9 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

健康管理者の指名 人事院規則１０－４

5 1 ○

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

役職指定

安全管理者の指名 人事院規則１０－４

6 1 ○

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

役職指定
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人事・給与等各府省等共通手続一覧（国）

条 項 号 附則 １６年度内 １７年度内 １８年度以降
制度所管官庁における措置状況（平成１６年３月末現在） 備考

今後オンライン化するもの オンライン化
しないもの

手続名 根拠法令名
根拠条項 オンライン

化したもの

健康管理担当者及び安全管理担当者の設置 人事院規則１０－４

7 ○

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

役職指定

火元責任者の設置 人事院規則１０－４

11 ○

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

役職指定

健康安全管理規程の作成、周知 人事院規則１０－４

12 1 ○

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

指導区分決定等のための職務内容等の提示 人事院規則１０－４

23 1

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

オンライン化について検討中

産後１年を経過しない女子職員の一部有害業
務就業制限の申出

人事院規則１０－７

3 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

妊産婦である女子職員の深夜勤務及び時間外
勤務制限請求

人事院規則１０－７

4  未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

妊産婦である女子職員が健康診査及び保健指
導のため勤務しないことの請求・承認

人事院規則１０－７

5  未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

妊産婦である女子職員の業務軽減又は他の軽
易な業務への変更請求

人事院規則１０－７

6 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

妊婦である女子職員の休息又は補食のため勤
務しないことの請求・承認

人事院規則１０－７

6 2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

妊婦である職員の通勤緩和請求・承認 人事院規則１０－７

7  未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

民間派遣研修実施報告 人事院規則１０－９（民間派遣研修）

6 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、省庁間電
子文書交換システムの活用により、オンライン化は可能。

民間派遣をしていないため、文書交換システ
ムによる報告実績はない

勤務延長及び勤務延長の期限の延長の同意書 人事院規則１１－８

8

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。 オンライン化について検討中

勤務延長の期限の繰上げの同意書 人事院規則１１－８

9

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。 オンライン化について検討中

人事異動通知書 人事院規則１１－８

11

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

オンライン化について検討中

再任用の任期の更新の同意書 人事院規則１１－９

5

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。 オンライン化について検討中

人事異動通知書 人事院規則１１－９

6

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

オンライン化について検討中

懲戒の手続 人事院規則１２―０（職員の懲戒）

5 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。
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条 項 号 附則 １６年度内 １７年度内 １８年度以降
制度所管官庁における措置状況（平成１６年３月末現在） 備考

今後オンライン化するもの オンライン化
しないもの

手続名 根拠法令名
根拠条項 オンライン

化したもの

フレックスタイム制適用職員の勤務時間の申
告・割振り

人事院規則１５－１４

4 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

フレックスタイム制適用職員への勤務時間割振
りの通知

人事院規則１５－１４

9 2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

週休日の振替・半日勤務時間の割振り変更の
際の職員への周知

人事院規則１５－１４

9 2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

週休日及び勤務時間の割振り等の明示 人事院規則１５－１４

9 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

休日の代休日の指定 人事院規則１５－１４

17 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

産前の場合の特別休暇の請求 人事院規則１５－１４

27 2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

産後の場合の特別休暇の請求 人事院規則１５－１４

27 3 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

年次休暇の請求・承認 人事院規則１５－１５

3 2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

年次休暇以外の休暇の承認 人事院規則１５－１５

4 3 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

公務災害に係る被災職員等からの申出 人事院規則１６－０（（職員の災害補償）

20 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

補償事務主任者から実施機関への報告 人事院規則１６－０（（職員の災害補償）

20 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

通勤災害に係る被災職員等からの申出 人事院規則１６－０（（職員の災害補償）

21 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

（公務災害補償通知書） 人事院規則１６－０（（職員の災害補償）

23 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

（通勤災害補償通知書） 人事院規則１６－０（（職員の災害補償）

23 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

遺族補償一時金(いわゆる失権差額一時金)の
受給権者への通知書

人事院規則１６－０（（職員の災害補償）

23 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

遺族補償年金の受給権者が行方不明となった
ことに伴い転給される受給権者への通知書

人事院規則１６－０（（職員の災害補償）

23 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

遺族補償年金の受給権者の失権に伴い転給さ
れる受給権者への通知書

人事院規則１６－０（（職員の災害補償）

23 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。
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条 項 号 附則 １６年度内 １７年度内 １８年度以降
制度所管官庁における措置状況（平成１６年３月末現在） 備考

今後オンライン化するもの オンライン化
しないもの

手続名 根拠法令名
根拠条項 オンライン

化したもの

障害補償年金差額一時金の受給権者への通知
書

人事院規則１６－０（（職員の災害補償）

23 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

職員の死亡当時胎児であった子が出生により
遺族補償年金の受給権者となった場合の通知
書

人事院規則１６－０（（職員の災害補償）

23 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

未支給の補償の受給権者への通知書 人事院規則１６－０（（職員の災害補償）

23 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

公務外又は通勤外通知書 人事院規則１６－０（（職員の災害補償）

23 2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

法令等の職員への周知 人事院規則１６－０（（職員の災害補償）

34 2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

平成8年4月1日以前の法8条通知者への介護補
償通知書

人事院規則１６－０－１８

3 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

障害補償年金差額一時金の受給権者への通知
書

人事院規則１６－２（在外公館に勤務する職
員船員である職員等に係る災害補償の特
例） 12の2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

福祉事業の職員への周知 人事院規則１６－３（災害を受けた職員の福
祉事業）

20 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

福祉事業の運営に関する措置の申立ての教示 人事院規則１６－３（災害を受けた職員の福
祉事業）

21 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

遺族補償一時金(失権差額一時金)請求書･遺族
特別給付金支給申請書

人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

1 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

介護補償請求書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

1 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

休業補償請求書･休業援護金支給申請書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

1 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

障害補償請求書･障害特別給付金支給申請書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

1 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

葬祭補償請求書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

1 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

療養補償請求書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

1 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

補償の支給決定に関する通知書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

2 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

介護補償に係る介護状態変更の届出 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

3 2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。
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条 項 号 附則 １６年度内 １７年度内 １８年度以降
制度所管官庁における措置状況（平成１６年３月末現在） 備考

今後オンライン化するもの オンライン化
しないもの

手続名 根拠法令名
根拠条項 オンライン

化したもの

療養補償･休業補償･介護補償を受けている者
が死亡した場合のその遺族からの届出

人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

3 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

傷病補償年金に関する通知書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

4 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

傷病補償年金請求書･傷病特別給付金支給申
請書

人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

5 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

傷病補償年金の支給決定に関する通知 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

6 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

年金証書の亡失等に係る新たな証書の請求 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

8 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

失権報告 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

9 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

傷病補償年金変更請求書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

11 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

治癒認定通知書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

11の2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

障害補償請求書･障害特別給付金支給申請書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

11の3 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

失権報告 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

11の4 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

障害補償変更請求書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

11の4 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

年金の承認 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

11の4 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、省庁間電
子文書交換システムの活用により、オンライン化は可能。

年金証書の亡失等に係る新たな証書の請求 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

11の4 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

遺族補償請求書･遺族特別給付金支給申請書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

12 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

失権報告 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

13 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

年金証書の亡失等に係る新たな証書の請求 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

13 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

遺族補償年金受給権者の代表者選任、解任の
届出

人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

14 2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。
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条 項 号 附則 １６年度内 １７年度内 １８年度以降
制度所管官庁における措置状況（平成１６年３月末現在） 備考

今後オンライン化するもの オンライン化
しないもの

手続名 根拠法令名
根拠条項 オンライン

化したもの

遺族補償年金の支給停止又は支給停止解除に
関する通知書

人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

15 3 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

遺族補償年金支給停止解除申請書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

15 2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

遺族補償年金支給停止申請書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

15 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

遺族補償年金受給資格者数の増減等の届出 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

16 ○

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

オンライン化しない理由：
受給者からの現状報告書を以って、処理して

いるため

年金額の改定通知書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

17 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

過誤払による返還金債権への充当通知書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

17の2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

障害補償年金差額一時金請求書･障害差額特
別給付金支給申請書

人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

19 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

障害補償年金前払一時金請求書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

20 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

遺族補償年金前払一時金請求書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

20の2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

障害補償年金等の支給停止終了の通知書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

20の4 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

未支給の補償請求書･未支給の福祉事業支給
申請書

人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

20の5 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

福祉事業の支給決定等に関する通知書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

21 2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

福祉事業申請書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

21 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

ｱﾌﾀｰｹｱ費用支給申請書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

22 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ費用支給申請書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

22 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

外科後処置費用支給申請書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

22 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

休養費用支給申請書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

22 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

8ページ



人事・給与等各府省等共通手続一覧（国）

条 項 号 附則 １６年度内 １７年度内 １８年度以降
制度所管官庁における措置状況（平成１６年３月末現在） 備考

今後オンライン化するもの オンライン化
しないもの

手続名 根拠法令名
根拠条項 オンライン

化したもの

旅行費支給申請書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

22の2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ費用支給申請書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

22の4 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽの失権に係る届出 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

22の5 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

遺族特別支給金･遺族特別援護金支給申請書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

22の6 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

休業補償請求書･休業援護金支給申請書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

22の6 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

傷病特別支給金支給申請書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

22の6 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

障害特別支給金･障害特別援護金支給申請書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

22の6 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

障害補償請求書･障害特別給付金支給申請書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

22の6 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

障害補償年金差額一時金請求書･障害差額特
別給付金支給申請書

人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

22の6 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

遺族特別支給金受給権者の代表者選任の届出 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

22の7 2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

遺族特別援護金受給権者の代表者選任の届出 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

22の8 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

在宅介護住宅改良援護金･自動車購入援護金
支給申請書

人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

22の9 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

就労保育援護金支給申請書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

22の10 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

奨学援護金支給申請書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

22の10 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

奨学援護金･就労保育援護金の支給を受けてい
る者からの内容変更の届出

人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

22の11 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

奨学援護金･就労保育援護金支給額改定通知
書

人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

23 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。
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人事・給与等各府省等共通手続一覧（国）

条 項 号 附則 １６年度内 １７年度内 １８年度以降
制度所管官庁における措置状況（平成１６年３月末現在） 備考

今後オンライン化するもの オンライン化
しないもの

手続名 根拠法令名
根拠条項 オンライン

化したもの

傷病補償年金請求書･傷病特別給付金支給申
請書

人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

23の2 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

障害補償請求書･障害特別給付金支給申請書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

23の2 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

傷病特別給付金､年金たる障害･遺族特別給付
金の支給額の改定通知書

人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

23の3 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

年金たる遺族特別給付金受給権者の代表者選
任、解任の届出

人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

24 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

長期家族介護者援護金支給申請書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

24の2 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

第三者から損害賠償を受けた場合の被災職員
からの届出

人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

27 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

補償･福祉事業を受けるために必要な官署の長
等の証明

人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

28 2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

補償･福祉事業を受けるために必要な官署の長
等の証明

人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

28 3 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

遺族の現状報告書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

32 ○

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

オンライン化しない理由：
受給者からの報告のため

定期報告の必要がないとする通知 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

32 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。

療養･障害の現状報告書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

32 ○

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

療養･障害の現状報告書 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

33 1 ○

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

オンライン化しない理由：
受給者からの報告のため

奨学援護金･就労保育援護金の支給に係る現
状報告書

人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

34 ○

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

オンライン化しない理由：
受給者からの報告のため

定期報告の必要がないとする通知 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

34 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。 オンライン化しない理由：

受給者からの報告のため

他の法令による給付に関する届出 人事院規則１６－４（補償及び福祉事業の
実施）

35 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

専従許可申請 人事院規則１７－２＜職員団体のための職
員の行為＞

1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

10ページ



人事・給与等各府省等共通手続一覧（国）

条 項 号 附則 １６年度内 １７年度内 １８年度以降
制度所管官庁における措置状況（平成１６年３月末現在） 備考

今後オンライン化するもの オンライン化
しないもの

手続名 根拠法令名
根拠条項 オンライン

化したもの

専従許可の更新申請 人事院規則１７－２＜職員団体のための職
員の行為＞

2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

専従許可の取消の届出 人事院規則１７－２＜職員団体のための職
員の行為＞

3 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

専従許可の復職 人事院規則１７－２＜職員団体のための職
員の行為＞

4 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

短期従事の許可 人事院規則１７－２＜職員団体のための職
員の行為＞

6 　 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

派遣職員の任命権者への報告 人事院規則１８－０（職員の国際機関等へ
の派遣）

9 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

事情聴取等を求められた職員の勤務の免除の
承認

人事院規則２２－２（倫理法又は同法に基
づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手
続） 6 2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

出頭を求められた職員の勤務の免除の承認 人事院規則２２－２（倫理法又は同法に基
づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手
続） 9 2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

通勤届 人事院規則９－２４（通勤手当）

3 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

確認書類 人事院規則９－２４（通勤手当）

4 1

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

オンライン化するかどうかを含めて検討中

通勤手当認定簿 人事院規則９－２４（通勤手当）

4 2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

事後の確認 人事院規則９－２４（通勤手当）

21

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

オンライン化するかどうかを含めて検討中

初任給調整手当支給調書 人事院規則９－３４（初任給調整手当）

11 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

特殊勤務手当実績簿の作成、保管 人事院規則９－３０（特殊勤務手当）

34 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

特殊勤務手当整理簿の作成、保管 人事院規則９－３０（特殊勤務手当）

34 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

期末手当等の一時差止処分に関する交付文書
（一時差止処分書）

人事院規則９－４０（期末手当、勤勉手当及
び期末特別手当）

6の4 1

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。 オンライン化するかどうかを含めて検討中
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人事・給与等各府省等共通手続一覧（国）

条 項 号 附則 １６年度内 １７年度内 １８年度以降
制度所管官庁における措置状況（平成１６年３月末現在） 備考

今後オンライン化するもの オンライン化
しないもの

手続名 根拠法令名
根拠条項 オンライン

化したもの

期末手当等の一時差止処分の取消しの申立書 人事院規則９－４０（期末手当、勤勉手当及
び期末特別手当）

6の5 1

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

オンライン化するかどうかを含めて検討中

期末手当等の一時差止処分の取消しの通知書 人事院規則９－４０（期末手当、勤勉手当及
び期末特別手当）

6の6

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。 オンライン化するかどうかを含めて検討中

期末手当等の一時差止処分に関する処分説明
書の写し

人事院規則９－４０（期末手当、勤勉手当及
び期末特別手当）

6の8

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能としており、同規則等
に基づき各府省でオンライン化に取り組むことに支障はない。 オンライン化するかどうかを含めて検討中

勤務時間報告書の作成 人事院規則9-5（給与簿）

2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

職員別給与簿の作成 人事院規則9-5（給与簿）

5 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

基準給与簿の作成 人事院規則9-5（給与簿）

8 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

給与支給明細書の交付 人事院規則9-5（給与簿）

13 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

住居届 人事院規則９－５４（住居手当）

6 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

証明書類 人事院規則９－５４（住居手当）

6 1

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

オンライン化するかどうかを含めて検討中

住居手当認定簿 人事院規則９－５４（住居手当）

7 2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

事後の確認 人事院規則９－５４（住居手当）

10

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

オンライン化するかどうかを含めて検討中

給与の振込についての職員からの申出 人事院規則9-7（俸給等の支給）

1の3 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

扶養親族の届出 人事院規則９－８０（扶養手当）

3 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

扶養手当認定簿 人事院規則９－８０（扶養手当）

4 2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

認定に際しての証明書類 人事院規則９－８０（扶養手当）

4 3

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

オンライン化するかどうかを含めて検討中

事後確認に際しての証明書類 人事院規則９－８０（扶養手当）

5

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

オンライン化するかどうかを含めて検討中
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条 項 号 附則 １６年度内 １７年度内 １８年度以降
制度所管官庁における措置状況（平成１６年３月末現在） 備考

今後オンライン化するもの オンライン化
しないもの

手続名 根拠法令名
根拠条項 オンライン

化したもの

証明書類 人事院規則９－８９（単身赴任手当）

7 1

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

オンライン化するかどうかを含めて検討中

単身赴任届 人事院規則９－８９（単身赴任手当）

7 1 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

単身赴任手当認定簿 人事院規則９－８９（単身赴任手当）

8 2 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

事後確認に際しての証明書類 人事院規則９－８９（単身赴任手当）

10 2

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８）及び人事院規則１－３８の運用通知によりオンラインで行うことを可能とし、具体的な実施方
法は規則第４条により行政機関等の定めに委任しており、各府省が定める方式でオンライン化に取り組
むことに支障はない。

オンライン化するかどうかを含めて検討中

管理職員特別勤務実績簿 人事院規則９－９３（管理職員特別勤務手
当）

3 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。

管理職員特別勤務手当整理簿 人事院規則９－９３（管理職員特別勤務手
当）

3 未定

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用（平成１５年４月１日人事院規則１
－３８)によりオンラインで行うことを可能としているが、人事・給与関係業務情報システムが平成１
６年度末までに主要な部分を整備され、各府省は平成１７年度からは同システムによりオンラインで行
うことが可能となる。
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